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計
量
制
度
検
討
小
委
員
会
報
告
書
案
が
、
6
月
　
日
開

13

催
の
2
0
0
6
（
平
成
　
）
年
度
第
1
回
計
量
行
政
審
議

18

会
（
正
野
寛
治
会
長
）
で
審
議
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
案

は
、
昨
年
7
月
の
諮
問
以
来
、
約
1
年
か
け
て
行
っ
て
き

た
計
量
法
見
直
し
作
業
の
集
大
成
と
い
え
る
。
6
月
　
日
23

締
切
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
大
幅
な
意
見
修
正
が
な

け
れ
ば
、
審
議
会
で
の
討
議
と
合
わ
せ
て
修
正
は
正
野
会

長
に
一
任
し
、
報
告
書
案
を
答
申
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
計
量
標
準
や
地
方
自
治
体
も
含
め
た
計
量
行
政
、

計
量
証
明
事
業
な
ど
、
計
量
法
の
範
囲
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
い
っ
た
い
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
見
直
し
対
象
と
な
っ

た
の
か
。
報
告
書
案
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
て
い
く
。

れ
、
ユ
ー
ザ
ー
は
自
分
の

ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
巻
き
尺
を

選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
報
告
書
案
で
は
、
そ

の
多
様
性
を
称
え
て
い
る
。

　
議
論
の
端
緒
で
、
新
た
に

規
制
対
象
と
す
る
計
量
器
が

上
が
っ
て
い
た
が
、
天
然
ガ

ス
を
充
填
す
る
C
N
G
メ
ー

タ
ー
や
、
食
品
な
ど
包
装
商

品
の
計
量
に
用
い
ら
れ
る
自

動
は
か
り
は
、
た
だ
ち
に
規

制
の
対
象
と
は
し
な
い
も
の

の
、
中
長
期
的
に
引
き
続
き

検
討
す
る
と
し
た
。

　
報
告
書
案
は
、
文
中
で
具

体
例
と
し
て
示
し
た
計
量
器

は
、
現
時
点
に
お
け
る
例
示

で
あ
り
、
今
後
、
更
に
使
用

実
態
等
を
踏
ま
え
た
検
討
が

必
要
で
あ
る
、と
し
て
い
る
。

こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
国

際
レ
ベ
ル
か
ら
見
て
も
遜
色

の
な
い
電
力
及
び
電
力
量
の

標
準
供
給
が
可
能
と
な
る
。

2
．指
定
予
定
の

特
定
標
準
器

　
電
力
電
力
量
校
正
装
置

（
編
集
部
注
：
告
示
済
み
）

3
．特
定
標
準
器

の
概
要

茨
特
定
標
準
器
の
構
成
（
図

1
参
照
）

　
特
定
標
準
器
は
、
電
圧
測

定
装
置
、
電
流
測
定
装
置
、

位
相
測
定
装
置
、
周
波
数
測

定
装
置
、
標
準
電
力
電
力
量

計
、
お
よ
び
電
力
発
生
装
置

で
構
成
さ
れ
る
。

芋
特
定
標
準
器
に
よ
る
校
正

の
方
法

　
特
定
二
次
標
準
器
の
校
正

は
、
特
定
標
準
器
に
よ
る
直

接
測
定
又
は
特
定
標
準
器
の

一
部
で
あ
る
標
準
電
力
電
力

量
計
と
の
比
較
に
よ
り
行
う
。

4
．計
量
法
1
3
5
条

第
1
項
に
基
づ
く
校
正

実
施
機
関

　
日
本
電
気
計
器
検
定
所

5
．特
定
二
次
標
準
器

茨
電
力
の
校
正
に
あ
っ
て
は

電
力
変
換
器
又
は
電
力
測
定

装
置
、
電
力
量
の
校
正
に

あ
っ
て
は
電
力
量
測
定
装
置

芋
電
力
変
換
器
又
は
電
力
測

定
装
置
の
具
備
条
件

苑
定
格

　
周
波
数
　
需
以
上
　
需
以

45

65

下
に
お
い
て
、
1
1
0
V
以

下
、　
A
以
下
の
も
の

50

薗
安
定
度
お
よ
び
出
力
方
式

　
上
記
定
格
に
お
い
て
、
安

定
度
が
0
・
0
5
％
又
は
よ

り
高
く
、
入
力
電
力
に
対
す

る
直
流
電
圧
を
出
力
す
る
か

又
は
デ
ィ
ジ
タ
ル
表
示
機
能

を
有
す
る
も
の

鰯
電
力
量
測
定
装
置
の
具
備

条
件

苑
定
格

　
周
波
数
　
需
以
上
　
需
以

45

65

下
に
お
い
て
、
1
1
0
V
以

下
、
5
A
以
下
の
も
の

薗
安
定
度
お
よ
び
出
力
方
式

　
上
記
定
格
に
お
い
て
、
安

定
度
が
0
・
0
5
％
又
は
よ

り
高
く
、
入
力
電
力
量
に
対

に
　
（
平
成
4
）
年
の
改
正

92
で
は
対
象
品
目
が
現
在
の
　18

品
目
　
と
な
っ
た
。

35

　
以
来
、
技
術
進
歩
に
よ
る

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
性
能
向
上

を
見
直
す
こ
と
も
な
く
、　10

年
余
り
が
経
過
し
た
。
そ
こ

で
、
規
制
対
象
を
必
要
最
小

限
に
見
直
す
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

見
直
し
の
方
向
性

　
　
月
　
日
開
催
の
第
3
回

11

30

第
1
W
G
（
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
）
で
提
示
の
「
第
1

W
G
の
方
向
性
（
骨
子
案
）」

は
、
技
術
的
知
見
を
有
し
た

も
の
ど
う
し
の
企
業
間
取
引

（
B
　
B
）
に
使
わ
れ
る
計

to

量
器
、
他
法
令
の
規
制
が
あ

る
計
量
器
、
J
I
S
マ
ー
ク

の
活
用
が
適
し
て
い
る
計
量

器
を
対
象
か
ら
除
外
、
一
般

に
広
く
使
用
さ
れ
る
も
の
に

限
定
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
方
針
を
示
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
使
用
者
が

技
術
的
知
見
を
必
ず
有
し
て

い
る
と
は
い
え
ず
、
正
確
さ

の
担
保
は
必
要
で
あ
る
、
他

法
令
の
規
制
は
計
量
法
と
は

別
の
観
点
で
あ
り
、
規
制
か

ら
外
す
根
拠
に
な
ら
な
い
、

J
I
S
マ
ー
ク
は
任
意
制
度

で
あ
り
、
計
量
法
の
規
制
を

担
保
で
き
る
の
か
、
と
い
う

意
見
が
委
員
か
ら
出
た
。

　
こ
れ
ら
委
員
の
意
見
を
踏

ま
え
、
W
G
で
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
や
関
係
者
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
行
い
、
計
量
器
の

使
用
実
態
を
調
査
し
た
。
結

果
、
報
告
書
に
は
、
製
造
や

検
定
実
績
が
少
な
い
、ま
た
、

取
引
、
証
明
に
ほ
と
ん
ど
用

い
ら
れ
な
い
計
量
器
、
技
術

的
知
見
を
有
し
て
い
る
者
が

使
用
す
る
こ
と
が
適
切
な
計

量
器
、
技
術
基
準
が
な
い
な

ど
、
計
量
法
に
お
い
て
規
制

す
る
意
義
の
な
い
計
量
器
、

対
象
か
ら
外
し
、
事
業
者
に

基
準
適
合
義
務
を
課
す
こ
と

が
適
切
な
特
定
計
量
器
を
規

制
対
象
外
に
す
る
方
針
が
示

さ
れ
た
。
方
針
の
文
言
は
変

わ
っ
た
が
、
規
制
対
象
外
と

す
る
計
量
器
は
ほ
ぼ
骨
子
案

の
ま
ま
で
あ
る
。

　
調
理
用
は
か
り
、
ヘ

ル
ス
メ
ー
タ
ー
、
ベ

ビ
ー
ス
ケ
ー
ル
と
い
っ

た
家
庭
用
計
量
器
に
つ

い
て
は
、
長
さ
計
を
例

に
取
り
、
規
制
対
象
か

ら
外
す
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
し
た
。
国
は

ユ
ー
ザ
ー
ニ
ー
ズ
に
対

応
で
き
る
よ
う
、
家
庭

用
計
量
器
に
つ
い
て
J

I
S
の
整
備
な
ど
環
境

整
備
を
行
う
。

　
長
さ
計
は
　
（
平
成

92

4
）
年
に
規
制
対
象
か

ら
外
れ
た
が
、
大
き
な

問
題
は
生
じ
て
い
な
い

ど
こ
ろ
か
、
精
度
に
応

じ
た
J
I
S
が
整
備
さ

2006年（平成 18年）6月25日（日）（6）第 2635 号 （第三種郵便物認可）

計
量
標
準
の
供
給
開
始
と

校
正
範
囲
の
拡
大
芋

計
量
行
政
審
議
会
平
成
　
年
度
第
1
回
計
量
標
準
部
会
資
料
よ
り

17

　
計
量
法
の
規
制
対
象
と
な

る
計
量
器
（
特
定
計
量
器
）

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も

適
宜
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き

た
。

　
従
来
は
あ
ら
ゆ
る
計
量
器

を
規
制
対
象
と
し
て
い
た

が
、
1
9
6
6
（
昭
和
　
）
41

年
に
大
幅
に
規
制
対
象
を
見

直
し
、
取
引
、
証
明
の
計
量

に
用
い
ら
れ
る
　
品
目
　
の

27

34

計
量
器
に
限
定
し
た
。
さ
ら

（
2
6
3
4
号
の
つ
づ
き
）

　
ま
た
、
標
準
器
の
原
理
・

構
造
、測
定
の
不
確
か
さ
も
、

現
在
の
技
術
水
準
あ
る
い
は

国
際
レ
ベ
ル
に
照
ら
し
合
わ

せ
て
も
後
れ
て
い
る
。

　
日
本
電
気
計
器
検
定
所

は
、
測
定
の
不
確
か
さ
が
小

さ
く
、
維
持
管
理
が
容
易
な

標
準
器
の
研
究
・
開
発
を

行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
供

給
範
囲
に
お
い
て
、
従
来
の

特
定
標
準
器
に
よ
る
校
正
等

に
対
し
て
、
約
1
／
4
（
　40

μ
W
／
W
、
k
＝
2
）
の
不

確
か
さ
で
標
準
供
給
で
き
る

電
力
電
力
量
校
正
装
置
を
開

発
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
産
業

界
の
ニ
ー
ズ
に
十
分
応
え
る

計
量
行
政
審
議
会
計
量
制
度
検
討
小
委
員
会

報
告
書
案
の
ポ
イ
ン
ト
茨
 

特
定
計
量
器
の
規
制
方
針

特定計量器の規制方針はこう変わった（編集部まとめ）
第4回計量制度検討小委員会報告書（案）

［2006年4月27日］
第 1WGの方向性（骨子案）
［2005年11月30日］

規制対象から除外する方向で検討すべき計量器
◆製造や検定実績が少なかったり取引・証明に
ほとんど用いられない計量器
質量計（手動天びん、等比皿手動はかり、分銅）、
重ボーメ度浮ひょう、ユンケルス式流水型熱量
計、体積計（量器用尺付きタンク）、ガラス製温
度計
◆技術的知見を有している者などにより精度を
確認しつつ使用することが適切な計量器
ベックマン温度計及びボンベ型熱量計
◆技術基準がない等、計量法において規制する
意義のない計量器
排水／排ガスの流速計・流量計・積算体積計、
アネロイド型圧力計（アネロイド型血圧計）
◆検査・検定の対象から外すものの、事業者に
基準適合義務を課すことが適切な特定計量器
アネロイド型圧力計（アネロイド型血圧計以外
のもの）
◆家庭用計量器
調理用はかり、ヘルスメーター（体重計）、ベビー
スケール（JIS 整備など環境整備を行う）

規制の対象外とすることを検討する計量器
◆主としてBtoB 等技術的知見を有している者
同士が使用する計量器
例：機械式はかり（ばね式指示はかりを除く）
並びに分銅、定量おもり及び定量増おもり、ガ
ラス温度計（－30～ 360℃）、ベックマン温度計、
排水／排ガス積算体積計、量器用尺付きタンク、
排水／排ガス流速計、密度浮ひょう、排水／排
ガス流量計、ボンベ型熱量計、ユンケルス式流
水型熱量計、騒音計、振動レベル計、濃度計、
浮ひょう型比重計
◆他法令等の規制がある計量器
例：体温計、アネロイド型血圧計
◆JIS マークの活用が適していると考えられる
計量器
例：キッチンスケール、ヘルスメーター（体重
計）、ベビースケール

ただちに規制の対象とはしないものの、中
長期的に引き続き検討する計量器
CNGメーター、自動はかり

規制の検討の要望のある計量器
例：CNGメーター、自動はかり

その他
規制対象から除外する方向で検討すべきとして
示された計量器（家庭用計量器をのぞく）は、
現時点における例示であり、今後、更に使用実
態等を踏まえた検討が必要である。

その他
1992（平成 4）年の改正において、規制対象計
量器については、社会環境の変化に応じて機動
的に見直すべく、政令で規制対象計量器を規定
できる措置が講じられたが、平成4 年以降、今
回まで、対象機器について見直しが行われてい
ないことを踏まえ、定期的な見直しを制度的に
行うことの必要性について検討する。

特
定
標
準
器
の
指
定
及
び
校
正
等

の
実
施
に
つ
い
て

（
電
力
電
力
量
校
正
装
置
）

参考資料1－2

図 1　特定標準器（電力電力量校正装置）の構成

す
る
パ
ル
ス
を
出
力
す
る
か

又
は
デ
ィ
ジ
タ
ル
表
示
機
能

を
有
す
る
も
の

允
特
定
標
準
器
に
よ
る
校
正

等
の
期
間（
校
正
等
の
周
期
）

　
1
年

6.トレーサビリティの体系図及び測定の不確かさ
　　　茨トレーサビリティの体系図

（
次
号
以
下
に
つ
づ
く
）

※　図中の〈　〉内の数字は校正を行う範囲を表す。

電力電力量校正装置特定標準器 

電力量測定装置
〈周波数45Hz以上
65Hz 以下において、
110V以下、5A以下〉

電力変換器
電力測定装置

〈周波数 45Hz 以上
65Hz 以下において、

110V以下、50A以下〉

特定二次標準器

電力量測定装置
〈周波数45Hz以上
65Hz 以下において、
110V以下、5A以下〉

電力変換器
電力測定装置

電力発生装置等
〈周波数 45Hz 以上
65Hz 以下において、

110V以下、50A以下〉

登録事業者が　
校正する計量器

▲

▲▲

▲
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